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平成２９年度

国立大学法人山口大学物品・役務等契約監視委員会議事概要

１．開 催 日 時 平成２９年９月２２日（金）14:00～17:00

２．場 所 国立大学法人山口大学事務局２号館４階第２会議室

３．出 席 委 員 ○委員長 土谷和義（監事）

○委 員 三石恭子（監事）

藤部秀則（経営協議会学外委員）

４．審 議 対 象 期 間 平成２８年４月～平成２９年３月

５．審 議 対 象 案 件 １１件

・一般競争入札 ５件

・随意契約 ６件

６．ヒアリングの内容等

審議にあたり委員長より審議対象部署に対して委員会開催の趣旨・目的，審議に

あたっての留意事項を説明。

意見・質問等 回 答

【１．液体窒素冷却型ＣＣＤ検出器 （工学部会計課）

（随意契約）

・取扱要項では，随意契約であって ・随意契約は複数者から見積書を徴取するよう求めら

もなるべく２者以上のものから見積 れていますが，今回の案件は，(株)日本ローパーから

合わせをすることになっていますが，「直接販売証明書」が提出されたので，１者見積とな

実施されましたか。 りました。

・公正性，透明性は直接販売証明書 ・他大学の実績も考慮して確保しています。

で確保しているということですか。
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意見・質問等 回 答

・価格の妥当性はどうですか。 ・他大学等の納入実績を調査し，見積書の値引率は妥

当であると判断しました。

・参考見積書を徴取する相手先につ ・既存設備が(株)日本ローパー社製品であったため，

いては，どのように判断しています 同社からの１者見積りとなりました。なお，準備段階

か。 では，日頃取引のある理化学器械販売店数社に声を掛

けましたが，取扱いが難しいとの回答でした。

・随意契約理由書は不要ですか。 ・５００万円を超えない契約であれば，事前に財務部

長に理由書を提出することは不要です。

・少額随契（５００万円を超えない） ・決議書の契約種別で随意契約と表記しています。現

であっても規則第何条第何号を適用 行ルールでは適用条項の付記までは求めていません

した旨を契約決議書に付記する必要 が，取扱いについては検討します。

はありませんか。

・本契約のように，契約価格が500万

円ギリギリのようなケースは，意図

的にとも取られかねないので，公正

性，価格の妥当性をきちんと記録に

残すことが必要です。

【２．デジタルファブリケーション （工学部会計課）

システム 一式】

（一般競争入札）

・一者応札の理由について分析をし ・入札説明会には２者参加しました。応札のなかった

ていますか。 業者に理由を確認したところ，納期が厳しかったので

入札に参加しなかった旨の回答を得ています。
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意見・質問等 回 答

・納期が厳しかったという回答に対 ・仕様決定後，決められた公告期間を確保した上

してコメントはありますか。 で，年度末までの納品が求められることから最大

限の納期を確保して調達スケジュールを立てまし

た。

・原則，納入期間を９０日以上確保 ・学内規程「物品調達契約に係る仕様書作成等に

することについては何かルールがあ ついて」にあります。

るのですか。

・仕様書に問題はなかったとの理解 ・業者から仕様が難しかったとは聞いていませ

でよいでしょうか。 ん。

・このシステムは既製品ですか，受 ・既製品です。

注品ですか。

・他大学の納入実績もありますか。 ・あります。

・予定価格はどのように算出したの ・他大学で納入実績のある同一メーカー製品の値

ですか。 引率を参考にしました。

・本件のように一者応札改善のため ・辞退の理由についてはメモを残しています。

に聞き取り等を行い調査した場合に，

理由等記録に残していますか。

・入札が適切に実施されたことを確 ・現在はありませんが，検討します。

認するような審査会はないのですか。

例えば，最低価格を下回った入札

を審査するのと同じように，一者応

札を審査する場があってもいいので

はないかと考えますが，いかがです

か。
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意見・質問等 回 答

【３．常盤地区で使用する電気】 （工学部会計課）

(随意契約）

・随意契約の理由で「時価に比べて ・一般競争を実施したときに，現契約業者より提

著しく有利な価格で契約することが 案される業務用料金プランです。

できる」とありますが，この場合の

時価とは何ですか。

・価格の妥当性は，中国電力からの ・そうです。

提案書で確認をしていることになる

のですか。

・他の電力事業者にヒアリングされ ・ある一定規模の事業所で，中国地区で対応でき

ていますが，吉田地区の契約相手先 る事業所から何件か抽出してヒアリングを行いま

がないのはなぜですか。 したが，意図的に外したものではありません。

・電力自由化以前も中国電力と契約 ・３地区とも中国電力と別々に契約していまし

をしていたのですか。 た。

・地区ごとに分けずに，大学１本で ・応札可能な業者があればできないことはないと

契約はできないのでしょうか。 思いますが，各地区の負荷率の違いにより，一本

負荷率が高いことが問題となるの で契約すると価格面で不利になることから，分け

でしょうか。 て契約しています。

・各地区使用方法が違うので，分け

て契約をすることの合理性の説明が

必要になります。また，一般競争契

約を検討し続ける姿勢が大事だと考

えます。

・今後とも学内の連携を図りながら

対応願いたい。
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意見・質問等 回 答

【４．汎用超音波画像診断装置 （医学部経営管理課）

一式】

（一般競争入札）

・割賦契約を選定された理由は何で ・病院収支の状況を見ながら判断したものです。

すか。

・今回，割賦契約を行うことを決定 ・全診療科に跨がるような大きな機器は病院内会

したのは誰ですか。 議でどのような契約にするのかを決めて，仕様を

決定するときに決裁を取っています。

今回の案件は１００万円以上のため，（病院内）

ルールに則り病院長が決裁しました。

・割賦払いの回数はどのようにきめ ・基本的には機器の法定耐用年数に合わせます

ていますか。 が，予算との兼ね合いで決める場合もあります。

・割賦の事例は多いのですか。 ・最近多くなっています。

・購入かリースかを決めるルールは ・ルールはありませんが，諸状況等を勘案して決

ありますか。 めています。

・一般的に物品の購入とリース料は ・物品と金利の競争を分けて契約をするのか，物

分けて交渉をすることが多いようで 品に含めてリース会社と契約をするのかは各大学

すが，大学は込みで予定価格を算出 の契約のやり方で違ってきます。

して契約をしています。その際，リ 分けて競争するやり方がルールに抵触しないか

ース料の価格競争は行われているの 等確認しているところです。

でしょうか。 今回の件は，複数の者が入札に参加しています

ので，価格競争は行われていると思います。
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意見・質問等 回 答

【５．Ｘ線管球 MEGALIX CatPlus （医学部経営管理課）

125/20/40/80-122GW】

（随意契約）

・随意契約理由書には，この業者で ・他にも取り扱える業者がありますが，緊急に対

あることが望ましいとありますが， 応する必要があるため，この表現にしました。

理由として適切ですか。

・キーワードが「緊急」なら，いか

に緊急を要するかと言うことを明確

に伝える必要がありますね。

・随意契約は一般競争に比べてどの ・約1ヶ月です。

くらい期間が短くなるのでしょうか。 随意契約にすることで，発注するまでの段階を

出来るだけ短くしたいと考えています。

・できるだけ早く調達することは病 ・現在保守業務を締結している業者はスケールメ

院としてのリスク管理ですが，今回 リットを活かした契約相手であり，基本的には一

の業者であれば納期が早くなるので 番早く物を入手することができると判断していま

すか。 す。

・保守契約に管球まで含めることは ・含めても納期は変わらないと思います。管球は

どうですか。手続きを踏む必要がな いつ切れるのか分からないので，保守契約に入れ

くなるのではないですか。 ると割高になります。

・随意契約の理由として，契約事務

取扱要項第35条第14号を適用されて

いますが，「緊急」であれば，財務会

計規則第31条第1項第2号の適用のみ

で良いのではないですか。

規則の整理も必要だと考えます。
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意見・質問等 回 答

【６．医学部附属病院診療録センター （医学部経営管理課）

業務 一式】

（一般競争入札）

・一者応札となった理由についてど ・入札説明会には応札業者以外にもう1者出席し

のように分析していますか。 ていますが，人員の確保が出来なかったので応札

しなかったとの理由を聞いています。

・参加条件が厳しすぎるということ ・他病院でも求めている基準です。病院収入に結

ではないですか。 びつく部分でもあるので条件を緩めるのは難しい

です。

・そうすると，この契約については ・県内，近隣に業者はあるので，人員の確保がで

今後も一者応札になるのですか。 きれば応札できると思います。

・契約業者の業務の履行状況はいか ・長年やっているので信頼はあります。

がでしょうか。

・履行状況をしっかり点検して，雇 ・入院業務に関しては直接雇用とした実績もあり

用した方が良い部分と委託した方が ますので，引き続きの検討は必要だと考えます。

良い部分の検討を続けることが必要

だと思います。

【７．酸素濃縮器等の賃貸借】 （医学部経営管理課）

（随意契約）

・今まで，一般競争していたものを， ・今回，唯一の代理店である旨の代理店証明書が

今回随意契約にされた理由は何です 提出されたので随意契約としました。

か。

・前回は一者応札でしたが，それま ・何回か続いています。

でも一者応札が続いたのですか。
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意見・質問等 回 答

・随意契約理由書に24時間体制の対 ・24時間体制のことではなく，唯一の取扱店であ

応ができる唯一の代理店であるとあ る旨を指しています。

りますが，代理店証明書にはその旨

の記載がありませんが。

・随意契約の理由として財務会計規 ・契約の内容からみて，競争を許さない場合に該

則第31条第1項第1号を適用するのは 当すると判断しました。

適切ですか。

・価格の妥当性は他大学を調査して ・はい，確認しています。

いるのでしょうか。

・一者応札が何年も続くようなケー

スについて，どう対応するのかを検

討する必要があると考えます。

【８．経鼻的持続陽圧呼吸療法装置 （医学部経営管理課）

等の賃貸借】

（一般競争入札）

・一者応札となった理由について， ・今回はメーカーが応札しましたので，販売店か

どのように分析していますか。 らの応札はありませんでした。

・入札説明書の受領も1者だけです ・はい。

が，この案件で一者応札の改善は難

しいですか。

・納入実績で参考にしている大学は ・他大学でも随意契約の契約実績があるので確認

随意契約を行っていますが。 しましたが，「排他性」としか回答を得ることが

出来ませんでした。
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意見・質問等 回 答

・一者応札を長期間続けることにつ

いては検討が必要と考えます。

【９．臨床検査 血液疾患染色体検査】 （医学部経営管理課）

（随意契約）

・複数の医師や検査部長からの要望 ・他に該当する条項がないので，やむを得ず適用

にもとづいた随意契約の理由として， しました。

契約事務取扱要項第35条第14号を適

用することは適切ですか。

・随意契約理由書だけでなく，要望 ・意見はもらっています。

書も添えられると説得力があります

が，要望書が提出される例はよくあ

るのですか。

・この検査ができる業者は珍しい業 ・はい。ただし，業者によってやり方が違います。

者ではないと思われますが。

・この業者を選定する理由は，教員 ・研究論文を書く際に使用するデータは正確性と

からデータの継続性が求められてい 継続性が求められるので，途中で業者が変更にな

るからですか。 ると研究・診療に支障が出ます。

・財務会計規則第31条第1項に当ては ・現状の規則の解釈からすると要項第35条第14号

めることはできませんか。 になってしまいます。

実態に合うように規則等の見直し等を検討する

必要があると考えます。
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意見・質問等 回 答

【１０．電子計算機システム 一式】 （財務部契約課）

（一般競争入札）

・システム概要について ・「電子計算機システム」と「教育用計算機シス

テム」を経費面・事務手続き面から一括して電子

計算機システムとして契約しています。

・システムだから総合評価になるの ・コンピュータ製品及びサービスに該当するから

ですか。 です。

・結果的に1者しか応札がなかったの ・はい。

で，総合評価のメリットは活かされ

なかったということですか。

・一者応札になった理由を分析され ・入札説明会には９者参加，うち７者は仕様を満

ていますか。 たさない(図書館システムのコスト面，蓄積デー

タ移行等)から辞退しています。残り１者は応札

予定でしたが，会社事情により応札直前に辞退。

１者しか出来ない仕様ではなかったと判断してい

ます。

・効率的かどうかは議論があります ・はい。

が，分けられない契約ではないとい

うことですか。

・契約を分ければ，それぞれ応札が ・分けて契約すると図書館システムの金額が上が

ある可能性はありますか。 る可能性もあります。

・一括契約した効果はありましたか。 ・価格面で，効果はありました。
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意見・質問等 回 答

・分割して競争性を確保するのか，

一括して契約をするのか，どちらを

選択するかは難しい問題。

一者応札について，合理的に説明

ができるようにしておくことが必要。

・リース契約を選択した根拠は何で ・予算との兼ね合いで部局で判断しました。

すか。

・リース期間（５年）は根拠がある ・電子計算機（サーバ・パソコン）の耐用年数が

のですか。 ４～５年なのでその期間になっています。

・機器の価格競争とリース料の競争 ・現状は機器を持っているメーカーがリース会社

を別々に実施した方がもっと安くな を決めています。

るのではないですか。

・技術審査は何点以上で合格となる ・技術審査は本学の仕様を満たしているかどうか

のですか。 を客観的に判断します。仕様を全て満たしていれ

ば，基礎点が満点で合格となります。

【１１．放射線治療システム保守 （財務部契約課）

一式】

（随意契約）

・他大学では一般競争入札を実施し ・他大学ではメーカーが応札してるところがある

ているところもありますが，状況の ようですが，保守は本学と同一業者が実施してい

違い等を確認していますか。 ます。

・随意契約理由書では「緊急時の対 ・実際にはこの業者しか取り扱えないことを確認

応が必要で，その体制が整っている しています。

のはこの業者だけ」というところが

ポイントになりますか。
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意見・質問等 回 答

・第三者が見ても，この業者しか対

応できない根拠があれば，契約事務

取扱要項第35条第14号適用でなく，

財務会計規則第31条第1項第1号を使

えばすっきりする。

・代理店証明書は販売とあるが，保 ・保守には部品供給もあるので，含まれています。

守も含まれているということですか。

・本システムの購入契約はどうでし ・政府調達で平成２８年１月に納入しました。納

たか。 入後１年は無料保証期間があり，保証が切れるの

で保守契約を行いました。

・複数年契約をすることはないので ・予算の範囲内で対応することになるので部局の

すか。 判断になります。
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７．委員会による意見の具申，提言の内容

特に問題のある契約はなく適切に処理が行われているが，契約業務の更なる適正化が

図られるよう以下のとおり意見を具申するので検討のうえ対応をお願いしたい。

①随意契約理由の適用について，法人化前の規則等を引用しているので，時代に合った

合理的なものに整理する時期が来ている。規則等の見直しにより，適切な運用と契約事

務の効率化に繋げて頂きたい。

②一者応札となった事例については，その理由や対応策を記録に残すことや，それらを

確実に検証することが，公正な業務の推進と適切な説明責任の確保に繋がるので検討し

て頂きたい。

③一者応札の改善について，長期にわたり実質的に競争性がない場合は，合理性，効率

性の観点から競争契約に拘らないことも検討されてはいかがですか。

④昨年度の意見に対し改善等できるものから取り組んでいることについては，評価した

い。引き続き検討を行う事項についても公平性・透明性そして競争性確保の観点から今

後とも積極的に取り組んで頂きたい。


